
別表第２（第１２条関係） 

   姫路市地域生活支援サービス（地域生活支援給付事業）に要する費用の    

   額の算定に関する基準 

通則 

ア 指定地域生活支援サービスに要する費用の額は、第２、第３又は第６（第２項を

除く。）により算定する単位数に１０円を乗じて得た額に次の表の左欄に掲げる

指定地域活動支援サービス事業者の事業所が所在する地域区分に応じて同表の右

欄に掲げる割合を乗じて得た額に、第１、第４、第５及び第６（第２項に限る。）

により算定する単位数に１０円を乗じて得た額を加えた額とする。 

地域区分 割合 

１級地 １０００分の１１２０ 

２級地 １０００分の１０９６ 

３級地 １０００分の１０９０ 

４級地 １０００分の１０７２ 

５級地 １０００分の１０６０ 

６級地 １０００分の１０３６ 

７級地 １０００分の１０１８ 

その他 １０００分の１０００ 

 （注）地域区分は、厚生労働大臣が定める１単位の単価（平成１８年厚生労働省告 

示第５３９号）第２号の表に定める地域区分をいう。 

イ アの規定により指定地域生活支援サービスに要する費用の額を算定した場合にお 

いて、その額に１円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算する 

ものとする。 

第１ 移動支援事業給付費 

１ 所要時間３０分未満の場合                  ２４３単位 

２ 所要時間３０分以上の場合 ２４３単位に所要時間３０分から計算して所要時 

間３０分を増すごとに８３単位を加算した単位数 



 注１ 移動支援事業に係る指定地域生活支援サービスを行った場合に、現に要し 

た時間ではなく、移動支援計画（別に市長が定める基準により作成する計画 

をいう。）に位置付けられた内容の指定移動支援事業を行うのに要する標準 

的な時間で所定単位数を算定する。 

注２ ２人の移動支援従業者により移動支援事業を行うことについて利用者の同 

意を得ている場合において、次の⑴から⑶までのいずれかに該当し、かつ、 

同時に２人の移動支援従業者が１人の利用者に対して移動支援事業を行った 

ときは、それぞれの移動支援従業者が行う移動支援事業につき所定単位数を 

算定する。 

⑴ 障害者等の身体的理由により、１人の移動支援従業者による介護が困難 

 と認められる場合 

⑵ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合 

⑶ その他障害者等の状況等から判断して、⑴又は⑵に準じると認められる 

 場合 

注３ 夜間（午後６時から午後１０時までの時間をいう。）又は早朝（午前６時 

から午前８時までの時間をいう。）に移動支援事業を行った場合は、１回に 

つき所定単位数の１００分の２５に相当する単位数を所定単位数に加算し、 

深夜（午後１０時から午前６時までの時間をいう。）に移動支援事業を行っ 

た場合は、１回につき所定単位数の１００分の５０に相当する単位数を所定 

単位数に加算する。 

注４ 移動支援を行う事業所が、第１２条第４項に規定する利用者負担上限月額 

の管理を行った場合は、１月につき１５０単位を加算する。 

注５ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関す 

る法律（平成５年法律第７２号）第２条第１項に規定する特定農山村地域等 

、厚生労働大臣が定める地域に居住している者に対して、移動支援事業を行 

った場合は、１回につき所定単位数の１００分の１５に相当する単位数を所 

定単位数に加算する。 

第２ 地域活動支援センター機能強化事業給付費 



 １ 地域活動支援センターⅠ型機能強化事業給付費 

  ⑴ 所要時間４時間未満の場合 

   ア 単価区分１                       ２６０単位 

   イ 単価区分２                       ２２９単位 

   ウ 単価区分３                       １９８単位 

  ⑵ 所要時間４時間以上６時間未満の場合 

   ア 単価区分１                       ４１１単位 

   イ 単価区分２                       ３５７単位 

   ウ 単価区分３                       ３０６単位 

  ⑶ 所要時間６時間以上の場合 

   ア 単価区分１                       ５２２単位 

   イ 単価区分２                       ４５４単位 

   ウ 単価区分３                       ３８６単位 

２ 地域活動支援センターⅡ型機能強化事業給付費 

  ⑴ 所要時間４時間未満の場合 

   ア 単価区分１                       ２６０単位 

   イ 単価区分２                       ２２９単位 

   ウ 単価区分３                       １９８単位 

  ⑵ 所要時間４時間以上６時間未満の場合 

   ア 単価区分１                       ４１１単位 

   イ 単価区分２                       ３５７単位 

   ウ 単価区分３                       ３０６単位 

  ⑶ 所要時間６時間以上の場合 

   ア 単価区分１                       ５２２単位 

   イ 単価区分２                       ４５４単位 

   ウ 単価区分３                       ３８６単位 

３ 地域活動支援センターⅢ型機能強化事業給付費 

  ⑴ 所要時間４時間未満の場合 



   ア 単価区分１                       １９８単位 

   イ 単価区分２                       １７６単位 

   ウ 単価区分３                       １５５単位 

  ⑵ 所要時間４時間以上６時間未満の場合 

   ア 単価区分１                       ３０３単位 

   イ 単価区分２                       ２６６単位 

   ウ 単価区分３                       ２３３単位 

  ⑶ 所要時間６時間以上の場合 

   ア 単価区分１                       ３８１単位 

   イ 単価区分２                       ３３５単位 

   ウ 単価区分３                       ２８８単位 

注１ 地域活動支援センター機能強化事業を行うサービス事業所（以下「指定地 

域活動支援センター機能強化事業所」という 。） において、地域活動支援セ 

ンター機能強化事業を行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に市長 

が定める単価区分に応じて、現に要した時間ではなく、地域活動支援センタ 

ー機能強化計画（別に市長が定める基準により作成する計画をいう。）に位 

置付けられた内容の地域活動支援センター機能強化事業を行うのに要する標 

準的な時間で所定単位数を算定する。 

  注２ 指定地域活動支援センター機能強化事業所において、当該指定地域活動支 

援センター機能強化事業所に従事する調理員による食事の提供があること又 

は調理業務を第三者に委託していること等、当該指定地域活動支援センター 

機能強化事業所の責任において食事提供のための体制を整えているものとし 

て市長に届け出た場合は、地域活動支援センター機能強化計画上食事の提供 

を行うこととなっている第１２条第３項第２号イからエまでに掲げる支給決 

定障害者等（以下「低所得利用者」という。）に対して、１日につき３０単 

位を所定単位数に加算する。 

注３ ２については、利用者に対して入浴介助を行った場合は、１日につき４０ 

単位を所定単位数に加算する。 



注４ ２及び３については、利用者に対して、その居宅、指定共同生活援助事業

所又は事前に利用者と合意のうえ定めた集合場所若しくは事業所の最寄り駅

と指定地域活動支援センター機能強化事業所との間の送迎を行った場合は、

次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの

加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他の加算は算定しない。 

⑴ 送迎加算（Ⅰ） 次に掲げる基準のいずれにも該当する場合 片道につ

き２１単位 

ア 原則として、当該月において、１回の送迎につき、平均１０人以上

（ただし、利用定員が２０人未満の事業所にあっては、１回の送迎につ

き、平均的に定員の１００分の５０以上）の利用者が利用していること。 

イ 原則として、当該月において、週３回以上の送迎を実施していること。 

⑵ 送迎加算（Ⅱ） ⑴のア又はイに掲げる基準のいずれかに該当する場合 

片道につき１０単位 

 注５ 指定地域活動支援センター機能強化事業所が、第１２条第４項に規定する 

利用者負担上限月額の管理を行った場合は、１月につき１５０単位を加算す 

る。 

注６ 離島地域における人材確保及び定着のため従業者に割増分の給料及び姫路港

から真浦港、宮港若しくは坊勢港までの間又は坊勢港から網手港までの間の往

復に要する乗船料（以下「割増給料等」という 。） を支給しているものとして

市長に届け出た編入前の家島町の区域に所在する指定地域活動支援センター機

能強化事業所（以下「離島部地域活動支援センター」という 。） であって、次

に掲げる基準に適合しているものが編入前の家島町の区域に居住する者に対し

て地域活動支援センター機能強化事業を行ったときは、予算の範囲内で所定単

位数の１００分の２０に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

⑴ 従業員への割増給料等が注６の規定による加算の算定見込額と同等程度と

なる賃金改善等に関する計画（以下「計画」という 。） を策定し、計画に基

づき適切な措置を講じていること。 

⑵ 計画を従業員に周知するとともに、当該計画を市長に届け出ていること。 



⑶ 注６の規定による加算の算定額に相当する割増給料等を支出していること。 

⑷ 事業年度における注６の規定による加算の算定額が割増給料等を超える場

合は、当該超過額を次年度以降の割増給料等の積立金として積み立てるとと

もに、当該積立金に関する事項について市長に報告していること。 

⑸ 事業年度ごとに次に掲げる書類を添えて割増給料等の実績を市長に報告し

ていること。 

  ア 従業者名簿 

  イ 従業者に適用する就業規則及び給料等に係る規定の写し 

  ウ 計画を提出する年度の決算時に作成した貸借対照表、損益計算書又は事

業報告書及び事業報告書の写し 

注７ 編入前の家島町の区域に居住する利用者の支援の強化を行うために姫路市障

害福祉地域生活支援事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成２０年１月

２５日制定）第９４条に定める人員以上の従業者を配置しているものとして市

長に届け出た離島部地域活動支援センターであって、次に掲げる基準に適合し

ているものが編入前の家島町の区域に居住する者に対して地域活動支援センタ

ー機能強化事業を行ったときは、予算の範囲内で所定単位数の１００分の７０

に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

⑴ 姫路市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例（平成２４年条例第６１号）第２条第１項第１６号の規定によ

る常勤換算方法で算定した従業者の数を月平均の利用者の数で除した数が１

０分の３を超える人員配置計画を策定し、計画に基づき適切な措置を講じて

いること。 

⑵ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７

年法律第１２３号）第２９条第１項に定める障害福祉サービス事業者として

指定を受けるために人員等の確保に努め、人員確保計画を策定し、事業年度

ごとに市長に報告していること。 

⑶ 事業年度における注７の規定による加算の算定額が超過従業者の経費を超

える場合は、超過額を次年度以降の超過従業者の雇用経費の積立金として積



み立てるとともに、当該積立金に関する事項について市長に報告しているこ

と。 

⑷ 事業年度ごとに次に掲げる書類を添付し、割増給料等の実績を市長に報告

していること。 

  ア 従業者名簿 

  イ 従業者に適用する就業規則及び給料等に係る規定の写し 

  ウ 計画を提出する年度の決算時に作成した貸借対照表、損益計算書又は事

業報告書及び事業報告書の写し 

注８ 離島部地域活動支援センターが、地域等との連携及び効率的運営の努力を行い、

かつ、注６及び注７に規定する加算による収益を計上したにもかかわらず、指定

地域活動支援センター機能強化事業の単独の決算において損益計算書に当期純損

失を計上した場合は、当期純損失の金額から債権に係る貸倒損失並びに過去の義

務違反を理由として課せられる罰金、科料、過料及び加算金に係る費用の金額を

控除し、寄附金に係る受贈益の金額を加えた額を予算の範囲で加算する。ただし、

当該加算の算定は、離島部地域活動支援センターごとに１年につき１回とする。 

第３ 福祉ホーム事業給付費 

１ 入居定員が５人以上９人以下の場合 

⑴ 身体障害者                        １７９単位 

⑵ 知的障害者                        １４７単位 

⑶ 精神障害者                        １５３単位 

２ 入居定員が１０人以上１９人以下の場合 

⑴ 身体障害者                        １０６単位 

⑵ 知的障害者                         ７４単位 

⑶ 精神障害者                         ７６単位 

３ 入居定員が２０人以上 

⑴ 身体障害者                         ７０単位 

⑵ 知的障害者                         ３８単位 

⑶ 精神障害者                         ３８単位 



注１ 福祉ホーム事業を行うサービス事業所において福祉ホーム事業を行った場 

合に、利用者の障害種別に応じ、１日につきそれぞれ所定単位数を算定する。 

  注２ 利用者が、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法 

第４条第１項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が 

定める程度である者であって１８歳以上であるものである場合は、身体障害 

者と同じ所定単位数を算定する。 

第４ 訪問入浴サービス事業給付費 

 １ 入浴                          １，３０２単位 

 ２ 清拭及び一部入浴                      ９１１単位 

注１ 訪問入浴サービス事業を行うサービス事業所において訪問入浴サービス事 

業を行った場合に、訪問入浴サービスの内容に応じ、１回につきそれぞれ所 

定単位数を算定する。 

  注２ 訪問入浴サービス事業を行うサービス事業所が、第１２条第４項に規定す 

る利用者負担上限月額の管理を行った場合は、１月につき１５０単位を加算 

する。 

第５ 日中一時支援事業給付費 

１ 日中短期入所事業給付費 

  ⑴ 所要時間４時間未満の場合 

   ア 単価区分１                       １７９単位 

   イ 単価区分２                       １６１単位 

   ウ 単価区分３                        ９４単位 

  ⑵ 所要時間４時間以上８時間未満の場合 

   ア 単価区分１                       ３５８単位 

   イ 単価区分２                       ３２１単位 

   ウ 単価区分３                       １９０単位 

  ⑶ 所要時間８時間以上の場合 

   ア 単価区分１                       ５３７単位 

   イ 単価区分２                       ４８２単位 



   ウ 単価区分３                       ２８４単位 

 ２ タイムケア事業給付費 

⑴ 所要時間４時間未満の場合                 ３３３単位 

⑵ 所要時間４時間以上６時間未満の場合            ４４４単位 

⑶ 所要時間６時間以上の場合                 ５００単位 

  注１ １については、日中短期入所事業を行うサービス事業所（以下「指定日中 

    短期入所事業所」という 。） において、日中短期入所事業を行った場合に、 

    利用者の障害の程度に応じて別に市長が定める単価区分に応じ、現に要した 

    時間ではなく、日中短期入所事業に要する時間として利用者の意向を踏まえ 

    て設定した時間に応じ、所要単位数を算出する。 

注２ １については、指定日中短期入所事業所において、当該指定日中短期入所 

事業に従事する調理員による食事の提供があること又は調理業務を第三者に 

委託していること等、当該指定日中短期入所事業所の責任において食事提供 

のための体制を整えているものとして市長に届け出た場合において、低所得 

利用者に対して、食事の提供を行ったときは、１日につき３０単位を所定単 

位数に加算する。 

注３ ２については、タイムケア事業を行うサービス事業所において、タイムケ 

ア事業を行った場合に、現に要した時間ではなく、タイムケア計画（別に市 

長が定める基準により作成する計画をいう。）に位置付けられた内容のタイ 

ムケア事業を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。 

  注４ 指定日中短期入所事業所又はタイムケア事業を行うサービス事業所が、第 

１２条第４項に規定する利用者負担上限月額の管理を行った場合は、１月に 

つき１５０単位を加算する。 

  注５ ２については、利用者に対して、その居宅等又は事前に利用者と合意の上定

めた集合場所と指定タイムケア事業所との間の送迎を行った場合に、片道につ

き５４単位を加算する。 

 

表第３（第２８条関係） 



   姫路市生活支援費用給付事業の額の算定に関する基準 

通則 

  生活支援費用の額を算定した場合において、その額に 1 円未満の端数があるとき 

は、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 

第１ 自動車運転免許取得費給付事業 

        自動車運転免許の取得に直接要した費用の２分の１に相当する額 

 注 １０万円を限度として、所定額を算定する。 

第２ 自動車改造費給付事業              自動車改造に要した費用 

 注 １０万円を限度として、所定額を算定する。 

 


